
雄物川取水口オーバーリンクゲート点検業務委託 仕様書 

 
１ 適 用 

本仕様書は、「雄物川取水口オーバーリンクゲート点検業務委託」（以下「本業務」という）を

円滑に行うため、業務の内容、要領等を定めるものである。 

 

２ 履行場所 

本業務の履行場所（以下「本施設」という）は、次のとおりである。 

（１）雄物川取水口 

住所：大仙市小貫高畑字七ッ小屋 地内 

 

３ 遵守法令 

本業務の実施にあたっては、本仕様書によるほか、次の法令を遵守すること。 

（１）河川法 

（２）電気事業法 

（３）消防法 

（４）労働安全衛生法 

（５）大気汚染防止法 

（６）その他関係規則等本市の指示によるもの 

 

４ 履行期間 

令和７年７月１０日 から 令和７年１１月２０日 まで 

 

５ 履行体制 

（１）業務責任者等の選任 

受注者は、直接的かつ恒常的な雇用契約関係にある者の中から、次の項目に示す者を定め、書

面をもって発注者に届け出ること。なお、次の項目に示す者は、何れも兼任することができるも

のとする。 

また、受託者は、このほか現場における点検整備を行う作業員を確保し、業務に従事させるこ

と。 

ア 管理技術者 

受注者は、本業務の点検整備に係る業務にあたり、業務遂行を指揮監督するための業務責

任者を１人定めること。 

業務責任者は、点検整備に係る業務の履行にあたって、作業の目的、留意事項、施設の特

質を把握し、作業間の調整、設備全般に亘る幅広い専門的な知識、経験、技量等を備え、業

務の円滑な実施と成果の品質確保を図ること。 

（２）連絡及び報告 

受注者は、本業務を円滑に遂行するため、連絡及び報告に係る体制を定め、発注者に書面をも



って発注者に届け出る 

（３）緊急対応 

受注者は、本施設に故障等が発生し、施設の運用に支障が生じた時は、直ちに発注者へ報告す

るとともに、施設の復旧に努めること。 

（４）技術的指導 

受注者は、本施設の運用が支障なく行えるよう、発注者に対し必要な技術的指導を行い協力す

ること。 

（５）修繕が必要な場合の措置 

受注者は、本施設点検時、その他において施設の修繕が必要になった場合は、速やかに発注者

に報告し、その対応について協議すること。 

 

６ 資格要件 

（１）業務責任者の資格要件 

本業務の履行における管理技術者の資格要件は、次のいずれかの要件を満たす者とする。 

ア 一社）河川ポンプ施設技術協会が実施している「２級ポンプ施設管理技術者」以上の

資格を有する者。 

イ 河川用排水樋門設備等の点検・整備、又は設備に関する新設工事若しくは改修工事に

ついて、３年以上の実務経験を有する者。 

 

７ 安全衛生管理 

（１）受注者は、労働安全衛生法、同施行令、同規則、その他の災害防止法令の定めるところに

より、作業員等の安全衛生に十分な配慮をし、業務の処理に支障を及ぼさぬこと。 

（２）受注者は、作業指揮者及び作業員に対して、作業に適した服装の着用に努めること。 

（３）受注者は、安全対策に必要な安全管理器具を用意すること。 

（４）受注者は、労働安全衛生の教育を施し、労働災害発生のないよう努めること。 

 

８ 点検整備指針等 

受注者は、次の（１）から（２）に示す要領に基づき、点検整備を実施しなければならない。 

（１）「河川用ゲート設備点検・整備標準要領（案）（平成 28 年 3 月）」 

（２）「機械設備点検・整備共通仕様書（案）」（国交省）（令和 7 年 3 月） 

（３）その他発注者が必要と認めるもの。 

 

９ その他 

本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項は、その都度協議すること。 


